
道路事業 
土木部道路企画課 

電話:457-2375 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

土木費 
安全・安心・ 

快適 
554,414 54,920 474,000 0 25,494 

※関連課 土木部道路保全課（電話:457-2425） 

 

目
的 

道路の老朽化対策、適正な維持管理、近年頻発化する自然災害への対策や、道路ネット

ワークの整備を実施することにより、防災・減災・国土強靭化を強力に推進するととも

に、市民の安全・安心・快適な生活基盤づくりを進める。 

背
景 

近い将来、一斉に更新時期を迎える多数の道路施設を適正に管理し、産業・観光の発展

を支え、持続可能な都市形成を図るため、着実な道路の整備・修繕が必要である。 

事
業
内
容 

事業進捗を図るため、国庫補助内示に伴う事業費の追加を行う。 

 

１ 維持修繕事業 474,864 千円 

・橋りょう耐震補強事業     404,664 千円 

市道有玉南初生線（沢西橋）等の整備 

・道路防災事業          70,200 千円 

国道 473 号等の災害防除工事 

 

２ 整備事業    79,550 千円 

 ・国県道整備事業         79,550 千円 

浜松環状線（中郡第 2工区）等の整備 

 

 

 

 

【橋りょう耐震補強事業 

落橋防止装置設置状況】 

(単位：千円) 

【国県道整備事業 

浜松環状線 4 車線化イメージ】 



住宅・建築物耐震改修事業 
都市整備部建築行政課 

電話:457-2471 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

土木費 
安全・安心・ 

快適 
60,207 △15,149 0 0 75,356 

 

 

目
的 

予想される巨大地震による市民の生命や財産の被害を最小限に抑えるため、旧耐震基準

で建てられた建築物の耐震化や震災時の緊急交通の確保を図る。 

背
景 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市の耐震改修促進計画を平成 19

年に策定した。 

・同計画では、住宅・特定建築物の耐震化率を令和 7 年度までに 95％とすることを目

標に定めている。 

事
業
内
容 

事業進捗を図るため、国庫補助内示に伴う事業費の追加を行う。 

※年度間調整により国庫補助全体の金額は減額 

 

１ 木造住宅耐震補強工事費助成        50,000 千円 

    木造住宅の耐震補強工事の実施に対する助成 

 ・高齢者のみ等世帯 30,000 千円（当初 75件から 25 件の増、1,200 千円/件） 

 ・その他の世帯   20,000 千円（当初 60件から 20 件の増、1,000 千円/件） 

 

２ 屋根瓦の耐風診断・改修工事費助成    8,700 千円 

 ・耐風改修 8,280 千円（当初 15 件から 15件の増、552 千円/件） 

  耐震基準が強化される昭和 56年 5月 31 日以前に建築された住宅のうち、耐風診断

により脱落の危険があるとされたもの 

 ・耐風診断  420 千円（当初 10 件から 20件の増、 21 千円/件） 

屋根瓦の緊結方法に関する基準が強化される令和3年12月 31日以前に建築された

住宅を対象 

 

３ 建築物耐震診断・補強計画策定事業費助成 1,507 千円 

  緊急輸送路沿線建築物等 

＜地震による倒壊家屋の様子＞ 

 

 

(単位：千円) 



放課後児童会運営支援事業 
学校教育部教育総務課 

電話:457-2423 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

教育費 こども・教育 12,632 8,420 0 0 4,212 

 

 

目
的 

放課後児童健全育成事業への民間活力導入を促進し、待機児童の解消を図る。 

背
景 

・令和 6 年度から民設民営放課後児童会の運営に対する補助基準額を公設民営と  

同等に拡充したことにより、新規開設の動きが活性化している。 

・令和 7 年度当初予算においては、新設 9 件を含む 15 件の民設民営放課後児童会に

対する補助金を計上したが、予算編成後に新たに 2 件開設されることが分かった。 

事
業
内
容 

民設民営放課後児童会の増加に伴い補助金を追加する。 

 

№ 項目 対象児童会 

1 名称 プティ文教 STAR 新津 

2 運営事業者 ウェル恵明会（株） (一社)未来学校 

3 開設場所 中央区中央一丁目 4 番 3号 中央区新津町 603 番地 

4 開設時期 8 月開設予定 4 月開設済 

5 定員 30 人 15 人 

6 年間開設日数 238 日（R7:154 日） 238 日 

7 
開設 

時間 

平日 下校後～19:00 下校後～18:30 

土曜日 開設しない 開設しない 

長期休業時 8:00～19:00 9:00～18:30 

8 補助金額 9,206 千円 3,426 千円 
 

箇所数及び定員数（公設及び民設の合計） 

・R6 年 5月   167 か所 7,777 人 

・R7 年度当初  179 か所 8,307 人（A） 

・R7 年度 5 月補正 2か所 0,045 人（B） 

・R7 年度見込  181 か所 8,352 人（A+B） 

※R7 年度の数値には、夏季のみ開設する 

児童会（2 か所 60 人）は含まない 

 

 

放課後児童会の様子 

(単位：千円) 



部活動地域展開等推進事業 
学校教育部指導課 

電話:457-2411 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

教育費 こども・教育 6,600 0 0 6,600 0 

※財源（その他）地域スポーツクラブ活動体制整備事業受託収入 

 

目
的 

休日部活動の地域展開に向け、国事業を活用した実証事業により、地域クラブの運営

等に関する課題を明確にするとともに、横展開に向けたモデルケースを構築する。 

背
景 

・市は、地域クラブ活動協議会を設置し、令和 8年 9 月以降の休日部活動の地域展開

に向けた検討を進めている。 

・実証事業による創設支援や移行支援の課題検証にかかる国事業の採択を受けた。 

事
業
内
容 

１ 新規地域クラブの創設支援 

中学校区単位で複数の競技（種目）を運営する新規地域クラブを創設し、体制整

備を進める上での課題検証を、1～2 中学校区を対象に行う。 

 

２ 既存クラブの市認定地域クラブへの移行支援 

既存の中学校地域クラブや市スポーツ協会加盟団体等 6 団体程度を対象とした 

ヒアリング等を通して、市認定地域クラブ移行に必要な要件や適切な行政支援の 

あり方等について整理する。 

 

３ 指導者向け研修動画等の作成 

  指導者の質を担保するために必要なコンプライアンス等に関する研修動画を活

用した研修制度を検討する。 

（参考）学校部活動と地域クラブ活動の比較 

№ 項目 学校部活動（平日） 地域クラブ活動（休日） 

1 位置づけ 学校教育の一環 社会教育の一環 

2 参加者 当該学校の生徒のみ どの学校の生徒でも参加可能 

3 指導者 教員、部活動指導員 地域住民、希望教員（兼業）等 

4 場所 学校や近隣施設 学校や近隣施設 

5 生徒負担費用 用具、交通費等 クラブ会費、用具、交通費等 
 

＜地域クラブ活動のイメージ＞ 

 

 

(単位：千円) 



可美市民サービスセンター仮設窓口整備事業 
市民部市民生活課 

電話:457-2130 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

総務費 環境・くらし 32,043 0 0 0 32,043 

※サービスセンター施設整備事業 

 

目
的 

南地域の安定した市民サービスの提供を維持するため、老朽化により休止した可美 

市民サービスセンター（以下、同センター）の仮設窓口を整備する。 

背
景 

・同センターは、南地域のサービスセンターの中で最も取扱件数が多い中核施設であ

り、南消防署及び浜松市消防団第 41 分団との複合施設建設を進めている。 

・同センターは、老朽化が想定以上に著しいため、予定を前倒して令和 7年 3 月から

休止している。 

事
業
内
容 

１ 仮設窓口概要（予定） 

 ・開設場所 中央区若林町 925-1（浜松市消防団第 41 分団庁舎を改装） 

・施設規模 延床面積 66.78 ㎡ 

 

２ 事業スケジュール（予定） 

 9 月上旬 ～11 月下旬 仮設工事 

 12 月上旬～12月中旬 検査・引越し 

 12 月下旬       仮設窓口業務開始 

 

 

 

(単位：千円) 

仮設窓口開設場所の 

浜松市消防団第 41 分団庁舎外観 



博物館特別展開催事業 
市民部博物館 

電話:456-2208 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 
補正額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

総務費 文化・スポーツ 9,932 0 0 5,750 4,182 

※人件費 会計年度任用職員、博物館展示会開催事業 特別展開催事業の合計 

※財源（その他）博物館観覧料、その他収入 

 

目
的 

国の文化審議会による伊場遺跡群出土品の重要文化財指定の答申に伴い、広く市民に

その価値を周知する。 

背
景 

・伊場遺跡は、東海地方を代表する弥生時代後期の集落跡であり、昭和 24（1949）年

以降に実施した発掘調査によって、多くの遺物が出土している。 

・国の文化審議会は、弥生時代後期の伊場遺跡群出土品 605 点を重要文化財に指定す

るよう令和 7 年 3 月 21 日に文部科学大臣に答申した。 

事
業
内
容 

１ 特別展「伊場遺跡群と弥生時代後期の文化」の開催 

開催時期    令和 7年 11 月 22 日～令和 8年 1 月 18 日  

延べ開催日数  45 日 

料金体系    大人 800 円、中人 500 円、小人 300 円 

  展示予定物   伊場遺跡群出土品ほか市内外の弥生時代の遺跡出土品 

             

２ シンポジウムの開催 

  弥生時代の研究者を招き、伊場遺跡群にみる弥生時代後期の文化や社会につい

て、市民を対象にした研究成果の講演や討論を実施 

  開催日 令和 7 年 11 月下旬 

  講演者 弥生時代の研究者 3名（予定） 

 

３ 遺跡見学会の開催 

  伊場遺跡公園において復元した遺構等の見学会の開催 

  開催日 令和 8 年 1月中旬 

説明者 博物館及び文化財課職員 

 

 

 

(単位：千円) 

伊場遺跡群出土青銅器 伊場遺跡出土ひれ付壺 伊場遺跡出土木製よろい（復元品） 



観光バス公共駐車場指定管理事業 
産業部観光・シティプロモーション課  

電話:457-2295 

 

 

予算款 
基本計画 

分野別計画 

債務負担 

行為限度額 

財源内訳 

国・県 市債 その他 一般財源 

商工費 産業経済 10,780 0 0 0 10,780 

※事項：観光バス公共駐車場指定管理運営費 期間：令和 12 年度まで 

 

目
的 

観光バス公共駐車場の運営により、浜松駅周辺の観光バスの駐車需要に対応する。 

背
景 

令和 7 年度の指定管理者更新にあたり、昨今の人件費上昇や物価高騰の中、管理コスト

縮減に向けた運営手法の見直しが必要である。 

事
業
内
容 

無人化、デジタル活用により管理運営を効率化し、コスト縮減や利用者の利便性向上を

図る。 

№ 項目 現在 今後（R8～） 

1 駐車場管理手法 有人 

無人 

駐車場設備（自動精算機、

入出庫検知センサー等）の

設置、WEB 予約システムの

導入 

2 入出庫可能時間 7:30～21:30 
0:00～24:00 

（24 時間入出庫可） 

3 
利用料金 

(1 回 1 台あたり) 

2,200 円（ 7:30～21:30） 

3,140 円（20:00～ 9:00） 

5,340 円（日跨ぎの場合） 

2,750 円（0:00～24:00） 

5,500 円（日跨ぎの場合） 

4 指定管理期間 1 年間（R7） 5 年間（R8～R12） 

5 指定管理料 3,122 千円/年 上限 2,156 千円/年 
 

＜観光バス公共駐車場の現況等＞ 

現況                    位置図（観光バス公共駐車場 HP より） 

   

 

(単位：千円) 


